
○ 伊 丹 市 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 固 定 資 産 税 の 税 率 の 特 例 に 関

す る 条 例  

平 成 28年 ３ 月 28日 条 例 第 ８ 号  

改 正  

平 成 28年 ９ 月 27日 条 例 第 42号  

平 成 30年 ６ 月 29日 条 例 第 49号  

令 和 ２ 年 ６ 月 30日 条 例 第 41号  

令 和 ４ 年 ６ 月 30日 条 例 第 21号  

令 和 ６ 年 ６ 月 28日 条 例 第 24号  

伊 丹 市 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 固 定 資 産 税 の 税 率 の 特 例 に 関

す る 条 例  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は ， 地 方 税 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 226号 ） 第 ６ 条 第 ２

項 の 規 定 に よ り ， 地 域 再 生 法 （ 平 成 17年 法 律 第 24号 。 以 下 「 法 」 と

い う 。 ） 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 認 定 地 域 再 生 計 画 に 記 載 さ れ た 地

方 活 力 向 上 地 域 （ 法 第 ５ 条 第 ４ 項 第 ５ 号 イ に 規 定 す る 地 方 活 力 向 上

地 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お け る 固 定 資 産 税 の 税 率 の 特 例 を 定 め

る こ と に よ り ， 企 業 の 本 社 機 能 の 地 方 活 力 向 上 地 域 へ の 移 転 及 び 地

方 活 力 向 上 地 域 に お け る 拡 充 を 促 進 し ， も っ て 本 市 へ の 人 の 流 れ を

創 出 し ， 市 全 体 の 活 力 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 税 率 の 特 例 ）  

第 ２ 条  地 方 活 力 向 上 地 域 に お い て ， 法 第 ５ 条 第 18項 の 規 定 に よ る 同

条 第 １ 項 の 地 域 再 生 計 画 （ 同 条 第 ４ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 地 方 活 力 向

上 地 域 等 特 定 業 務 施 設 整 備 事 業 に 関 す る 事 項 が 記 載 さ れ た も の に 限

る 。 ） の 公 示 の 日 （ 以 下 「 公 示 日 」 と い う 。 ） か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31

日 ま で の 間 に ， 法 第 17条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き ， 同 条 第 １ 項 に

規 定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域 等 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 の 認 定 を 受 け た

事 業 者 で あ っ て ， 当 該 認 定 を 受 け た 日 か ら 同 日 の 翌 日 以 後 ３ 年 を 経

過 す る 日 ま で （ 同 日 ま で に 同 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 当 該 認 定 を 取 り

消 さ れ た と き は ， そ の 取 り 消 さ れ た 日 の 前 日 ま で ） の 間 に ， 法 第 ５



条 第 ４ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 特 定 業 務 施 設 及 び 同 号 に 規 定 す る 特 定 業

務 児 童 福 祉 施 設 の う ち 当 該 特 定 業 務 施 設 の 新 設 に 併 せ て 整 備 さ れ る

も の の 用 に 供 す る 減 価 償 却 資 産 （ 所 得 税 法 施 行 令 （ 昭 和 40年 政 令 第

96号 ） 第 ６ 条 第 １ 号 か ら 第 ７ 号 ま で 又 は 法 人 税 法 施 行 令 （ 昭 和 40年

政 令 第 97号 ） 第 13条 第 １ 号 か ら 第 ７ 号 ま で に 掲 げ る も の で あ っ て ，

次 項 に 定 め る 規 模 の も の に 限 る 。 ） を 新 設 し ， 又 は 増 設 し た も の に

つ い て は ， 当 該 減 価 償 却 資 産 で あ る 家 屋 又 は 構 築 物 及 び 償 却 資 産

（ 以 下 「 対 象 家 屋 等 」 と い う 。 ） 並 び に 当 該 家 屋 又 は 構 築 物 の 敷 地

で あ る 土 地 （ 公 示 日 以 後 に 取 得 し た も の に 限 り ， か つ ， 土 地 に つ い

て は ， そ の 取 得 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 以 内 に 当 該 土 地 を 敷 地

と す る 当 該 家 屋 又 は 構 築 物 の 建 設 の 着 手 が あ っ た も の に 限 る 。 ） に

対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 税 率 は ， 市 税 条 例 （ 昭 和 29年 条 例 第 316

号 ） 第 62条 の 規 定 に か か わ ら ず ， 対 象 家 屋 等 に 対 し て 新 た に 固 定 資

産 税 が 課 さ れ る こ と と な る 年 度 か ら ３ 年 度 分 に 限 り ， 100分 の 0.7と

す る 。  

２  前 項 の 減 価 償 却 資 産 の 規 模 は ， 当 該 減 価 償 却 資 産 の 取 得 価 額 の 合

計 額 が 3,8 0 0万 円 （ 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 32年 法 律 第 26号 ） 第 10条

第 ８ 項 第 ６ 号 に 規 定 す る 中 小 事 業 者 ， 同 法 第 42条 の ４ 第 19項 第 ７ 号

に 規 定 す る 中 小 企 業 者 及 び 法 人 税 法 （ 昭 和 40年 法 律 第 34号 ） 第 66条

第 ６ 項 に 規 定 す る 中 小 通 算 法 人 に あ っ て は ， 1,9 0 0万 円 ） 以 上 の も

の と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 は ， 伊 丹 市 企 業 立 地 支 援 条 例 （ 平 成 20年 伊 丹 市 条 例

第 47号 ） 第 ７ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 受 け た 企 業 立 地 計 画 に 係

る 土 地 ， 家 屋 及 び 償 却 資 産 に つ い て は ， 適 用 し な い 。  

（ 申 告 ）  

第 ３ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は ， 規 則 で 定 め

る と こ ろ に よ り ， 対 象 家 屋 等 に 対 し て 新 た に 固 定 資 産 税 が 課 さ れ る

こ と と な る 年 度 の 初 日 の 属 す る 年 の １ 月 31日 ま で に ， 書 面 に よ り 市

長 に 申 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 特 例 の 承 継 ）  



第 ４ 条  第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た 事 業 者 か ら ， 相 続 ， 事 業

譲 渡 ， 合 併 そ の 他 の 事 由 に よ り 当 該 適 用 に 係 る 対 象 家 屋 等 に お い て

行 わ れ て い る 事 業 を 承 継 し た 者 は ， 当 該 適 用 を 受 け た 事 業 者 の 地 位

を 承 継 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 同 項 の 事 業 者 の 地 位 を 承 継 し た 者 は ， 当 該 事 業

の 権 利 を 取 得 し た 日 か ら 30日 以 内 に ， そ の 事 実 を 証 す る 書 面 を 添 え

て ， そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 委 任 ）  

第 ５ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 規 則 で 定 め る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 平 成 28年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ こ の 条 例 の 失 効 ）  

２  こ の 条 例 は ， 令 和 11年 ３ 月 31日 限 り ， そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し ，

同 日 ま で に 法 第 ５ 条 第 ４ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 特 定 業 務 施 設 及 び 同 号

に 規 定 す る 特 定 業 務 児 童 福 祉 施 設 の う ち 当 該 特 定 業 務 施 設 の 新 設 に

併 せ て 整 備 さ れ る も の の 用 に 供 さ れ た 対 象 家 屋 等 及 び 当 該 家 屋 又 は

構 築 物 の 敷 地 で あ る 土 地 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 に つ い て は ， こ

の 条 例 の 規 定 は ， 同 日 後 に お い て も ， な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

付  則 （ 平 成 28年 ９ 月 27日 条 例 第 42号 ）  

こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 平 成 30年 ６ 月 29日 条 例 第 49号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 ま で の 間 に ， 地 域 再 生 法 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 （ 平 成 30年 法 律 第 38号 ） に よ る 改 正 前 の 地 域 再 生 法 （ 平 成 17年 法

律 第 24号 。 以 下 「 旧 地 域 再 生 法 」 と い う 。 ） 第 17条 の ２ 第 １ 項 に 規

定 す る 地 方 活 力 向 上 地 域 特 定 業 務 施 設 整 備 計 画 の 認 定 を 受 け た 事 業

者 で あ っ て ， 当 該 認 定 を 受 け た 日 か ら 同 日 の 翌 日 以 後 ２ 年 を 経 過 す



る 日 ま で の 間 に ， 旧 地 域 再 生 法 第 ５ 条 第 ４ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 特 定

業 務 施 設 の 用 に 供 す る ， こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 伊 丹 市 地 方 活 力 向

上 地 域 に お け る 固 定 資 産 税 の 税 率 の 特 例 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 減 価 償 却 資 産 を 新 設 し ， 又 は 増 設 し た も の に つ い て は ，

当 該 減 価 償 却 資 産 で あ る 家 屋 又 は 構 築 物 及 び 償 却 資 産 並 び に 当 該 家

屋 又 は 構 築 物 の 敷 地 で あ る 土 地 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 税 率 に

つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

付  則 （ 令 和 ２ 年 ６ 月 30日 条 例 第 41号 ）  

こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 し ， こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市

地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 固 定 資 産 税 の 税 率 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 規

定 は ， 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

付  則 （ 令 和 ４ 年 ６ 月 30日 条 例 第 21号 ）  

こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 し ， こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市

地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 固 定 資 産 税 の 税 率 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 規

定 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

  付  則 （ 令 和 ６ 年 ６ 月 28日 条 例 第 24号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 特 定 業 務 児 童 福 祉 施 設 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 （ 地 域 再 生 法 （ 平 成

１ ７ 年 法 律 第 ２ ４ 号 ） 第 ５ 条 第 ４ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 特 定 業 務 児

童 福 祉 施 設 の う ち 同 号 に 規 定 す る 特 定 業 務 施 設 の 新 設 に 併 せ て 整

備 さ れ る も の に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ ９ 日 以 後

に 新 設 さ れ ， 又 は 増 設 さ れ た 減 価 償 却 資 産 に つ い て 適 用 し ， 同 日

前 に 新 設 さ れ ， 又 は 増 設 さ れ た 減 価 償 却 資 産 に つ い て は ， な お 従

前 の 例 に よ る 。  


